
大阪市環境局所管屋内プールネーミングライツパートナー審査委員会要綱 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、大阪市環境局所管屋内プールネーミングライツ事業実施要綱（以下

「事業実施要綱」という。）第６条第３項の規定に基づき、大阪市環境局所管屋内プー

ルネーミングライツパートナー審査委員会（以下「審査委員会」という。）の組織及び

運営に関して必要な事項を定めるものとする｡  

 

（所掌事務）  

第２条 審査委員会は、屋内プールネーミングライツ導入にあたり、ネーミングライツパ

ートナーとしての適否を審査するため、事業実施要綱及びネーミングライツパートナー

募集要項に定める必要な審査を行う。  

 

（組織） 

第３条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

・総務部長 

・改革推進担当部長 

・総務課長 

・施設管理課長 

 

（委員長） 

第４条 審査委員会の委員長は総務部長をもって充てる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時的に委員を指

名することができる。 

３ 委員長は会務を総理し、審査委員会を招集してその議長となる。 

４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。 

２ 審査委員会は、招集した委員の過半数以上の出席がなければ開催することはできない。 

３ 委員長が必要と認めるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求めることができ

る。 

 

（庶務） 

第６条 審査委員会の庶務は、施設管理課において処理する。 

 



（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年２月 29日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年６月 11日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


